
 

申請者は、下記優先順位で決まります。 
① 登記事項証明書、固定資産評価証明書の所有者欄に記載のある方 

（既に亡くなっている方を申請者とすることはできません） 
② 相続人の代表の方 
③ 所有者又は全ての相続人から委任を受けた方 
④ その他市長が認める方（特殊な事情の場合です。） 

登記事項証明書、固定資産評価証明書の所有者欄に記載のある方を記入します。 
（既に亡くなっている場合、住所は記入不要です。） 

登記事項証明書、固定資産評価証明書に記載されている所在地を記入してください。 
（住居表示（〇〇番〇〇号）等とは異なります。また、住所とも異なる場合がありま

す。） 

補助金の額を記入します。（工事金額ではありません。） 
交付申請額の訂正は不可です。 
※１，０００円以下は切り捨てます。 

登記のあるものについては、登記事項証明書を添付してください。 

申請者が所有者でない場合に必要です。 

申請者が相続人の代表者又は、第三者の場合、所有者等から委任を受ける必要があ

ります。 

補助金を直接業者へ交付します。 

市が保有する情報により調査することに同意した場合、「固定資産評価証明書」、「市

税等の滞納がない証明書」及び「住民票」は省略できます。 



                  


